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＜制度概要＞ 

 特定枠制度は、政党等が候補者のうち一部の者について、優先的に当選人となる 

べき候補者（特定枠候補者）として、その氏名及び順位をその他の候補者と区分して

名簿に記載することができる制度です。 
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※ 特定枠制度を利用するかどうかは政党等が判断するため、候補者名簿に特定枠候補

者の記載がない場合もあります。 

 

＜特定枠候補者への投票＞ 

 特定枠候補者の氏名を記載した投票は、政党等への投票とみなされます。 

 

＜候補者間での当選順位＞ 

 政党等の候補者の中に特定枠候補者がいる場合、次の順番で当選人が決まります。 

 ① まず特定枠候補者の名簿記載順位のとおりに当選人が決まります。 

 ② 次に、特定枠以外の候補者について、その得票数の最も多い者から順に当選人

が決まります。 


